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鉄 道 事 故 調 査 報 告 書

Ⅰ 九州旅客鉄道株式会社 長崎線肥前長田駅～小江駅間 列車脱線事故

Ⅱ 四国旅客鉄道株式会社 土讃線阿波川口駅構内 列車火災事故

Ⅲ えちぜん鉄道株式会社 三国芦原線福大前西福井駅～新田塚駅間

（踏切障害に伴うもの）列車脱線事故

Ⅳ 東日本旅客鉄道株式会社 石巻線前谷地駅構内 列車脱線事故

Ⅴ 北海道旅客鉄道株式会社 根室線直別駅構内 列車脱線事故

平成１６年 ８ 月２７日



本報告書の調査は、九州旅客鉄道株式会社長崎線肥前長田駅～小江駅間

列車脱線事故他４件の鉄道事故に関し、航空・鉄道事故調査委員会設置法

に基づき、航空・鉄道事故調査委員会により、鉄道事故の原因を究明し、

事故の防止に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任

を問うために行われたものではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造



Ⅲ えちぜん鉄道株式会社三国芦原線福大前西福井駅～新田塚駅間

列車脱線事故（踏切障害に伴うもの）





















≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」


